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（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
青
少
年
に
よ
る
性
風
俗
関
連
特
殊
営
業
の
利
用
を
助

長
す
る
行
為
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
宮
城
県
条
例
第
七
十

三
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る

も
の
と
す
る
。 

（
利
用
カ
ー
ド
販
売
等
の
開
始
の
届
出
） 

第
二
条 

条
例
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
利
用
カ
ー
ド
販
売
等
の
開
始

の
届
出
は
、
同
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
及
び
次
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
一
号
に
よ
る
届
出
書
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

（
一
）
個
人
に
あ
っ
て
は
、
本
籍
（
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
国
籍
。
以
下
同
じ
。）
及
び
生
年
月
日 

（
二
）
法
人
に
あ
っ
て
は
、
代
表
者
の
本
籍
及
び
生
年
月
日
並
び
に
代
表
者

以
外
の
役
員
（
い
か
な
る
名
称
に
よ
る
か
を
問
わ
ず
、
こ
れ
と
同
等
以

上
の
職
権
又
は
支
配
力
を
有
す
る
者
を
含
む
。
）
の
氏
名
、
住
所
、
本

籍
及
び
生
年
月
日 

（
三
）
利
用
カ
ー
ド
販
売
等
の
形
態 

（
四
）
利
用
カ
ー
ド
販
売
等
に
係
る
識
別
情
報
に
よ
り
役
務
の
提
供
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
に
係
る
営
業
所
又
は

無
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
に
係
る
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

（
五
）
利
用
カ
ー
ド
販
売
等
の
業
務
を
管
理
す
る
者
（
利
用
カ
ー
ド
販
売
等

を
行
お
う
と
す
る
者
を
除
く
。
以
下
「
管
理
者
」
と
い
う
。
）
の
氏
名

及
び
住
所 

（
六
）
自
動
販
売
機
に
よ
り
利
用
カ
ー
ド
販
売
等
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項 

イ 

当
該
自
動
販
売
機
の
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
当
該
所
有
者
が
法

人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事

務
所
の
所
在
地
） 

ロ 

当
該
自
動
販
売
機
を
設
置
す
る
青
少
年
立
入
禁
止
場
所
の
営
業
所

名
及
び
そ
の
業
種 

ハ 

当
該
自
動
販
売
機
を
設
置
す
る
土
地
又
は
建
物
の
所
有
者
の
氏
名

及
び
住
所
（
当
該
所
有
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
名
称
、

代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
） 

（
七
）
利
用
カ
ー
ド
販
売
等
の
開
始
予
定
年
月
日 

２ 

前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
一
）
個
人
に
あ
っ
て
は
、
住
民
票
（
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
に
あ
っ

て
は
、
外
国
人
登
録
証
明
書
。
以
下
同
じ
。
）
の
写
し 

（
二
）
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
登
記
簿
謄
本
及
び
代
表
者
の
住
民
票
の
写

し 

（
三
）
管
理
者
の
住
民
票
の
写
し 

（
四
）
自
動
販
売
機
に
よ
り
利
用
カ
ー
ド
販
売
等
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、

当
該
自
動
販
売
機
を
設
置
す
る
土
地
又
は
建
物
の
見
取
図
並
び
に
当

該
土
地
又
は
建
物
の
所
有
者
及
び
使
用
者
が
当
該
自
動
販
売
機
の
設

置
を
承
諾
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
の
写
し 

（
利
用
カ
ー
ド
販
売
等
の
廃
止
又
は
変
更
の
届
出
） 

第
三
条 

条
例
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
利
用
カ
ー
ド
販
売
等

を
廃
止
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
様
式
第
二
号
、
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る

事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
様
式
第
三
号
に
よ
る
届
出
書
に

よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
利
用
カ
ー
ド
販
売
等
を
行
う
自
動
販
売
機
へ
の
表
示
事
項
等
） 

第
四
条 

条
例
第
四
条
第
三
項
第
一
号
の
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項

は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

（
一
）
利
用
カ
ー
ド
販
売
等
の
届
出
番
号
及
び
届
出
年
月
日 

（
二
）
利
用
カ
ー
ド
販
売
業
者
の
電
話
番
号 

２ 

条
例
第
四
条
第
三
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
表
示
は
、
様
式
第
四
号
に
よ

る
表
示
票
を
当
該
自
動
販
売
機
に
表
示
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
警
察
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
） 

第
五
条 

条
例
第
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
警
察
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明

書
は
、
様
式
第
五
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

（
届
出
書
の
提
出
部
数
等
） 

第
六
条 

第
二
条
第
一
項
及
び
第
三
条
の
届
出
書
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単

に
「
届
出
書
」
と
い
う
。
）
の
提
出
部
数
は
、
正
本
及
び
そ
の
写
し
各
一
部

と
す
る
。 

２ 
届
出
書
は
、
当
該
届
出
書
に
係
る
利
用
カ
ー
ド
販
売
等
を
行
う
場
所
（
自

動
販
売
機
に
よ
り
利
用
カ
ー
ド
販
売
等
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
自

動
販
売
機
を
設
置
す
る
場
所
）
を
管
轄
す
る
警
察
署
長
を
経
由
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

３ 

同
時
に
二
以
上
の
届
出
書
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
届
出
書
が

い
ず
れ
も
利
用
カ
ー
ド
販
売
等
の
廃
止
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
限
り
、

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
の
警
察
署
長
に
他
の
警
察
署
長
の
管
轄
に

係
る
届
出
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
利
用
カ
ー
ド
販
売
等
を
業
と
し
て
行
っ
て

い
る
者
が
条
例
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
届
出
を
し
よ
う
と
す
る

場
合
の
第
二
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
第
七
号
中
「
開

始
予
定
年
月
日
」
と
あ
る
の
は
「
開
始
年
月
日
」
と
す
る
。 


